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－発生主義情報の効果を中心にして－ 

山本 清（東京大学） 

1 公会計研究レビューの意義 

公会計制度の改革は、国際的に財政の透明性とアカウンタビリテイの向上及び効率化を図

るために実施されている。その主たる内容は、発生主義会計による財務報告及びコストと効

果の関連付けを行うものである。基底にあるのは企業経営・会計の方式を公的部門に適用す

る考え方1であるので、企業会計の研究成果や実践も参考にされる。しかしながら、方式は

同じでもそれが適用される環境や活動実態は企業会計と公会計（政府部門と広い意味での

公的部門の会計）では大きく異なる。公会計では市場原理が原則として働かないこと及び業

績が財務的尺度では基本的に測定できない。また、資源の調達も原則として税等の直接的な

交換関係にない手段でなされ、その配分も議会による集合的意思決定によりなされ、行政に

対する執行管理が予算を通じて実施される。公的部門の役割は公共の福祉の向上にあるた

め、成果の目標や実績は非財務的な尺度や指標となる。そのため、公会計が意思決定の有用

性やアカウンタビリテイの確保という企業会計と同じ目的を有していても、その背景や内容

は同じでなく、研究に際してもかかる異同点を踏まえる必要がある。 

本章は公会計制度改革の効果に着目し、既往研究が依拠している理論、手法及び対象を軸

に企業会計との違いを勘案して現在までの到達点と今後の課題を整理する。まず、理論につ

いては、意思決定論から会計情報を分析する意思決定有用性とアカウンタビリテイに焦点を

おくのが一般的である。この場合、会計情報はどのような質的属性を有しなければならない

かを考察する規範的理論と現実に意思決定に有用かを検証する実証理論がある。そして実

証理論は現実・実態を説明しようとするが、その場合に人間・組織行動についてどのような

原理を使用するかで合理主義論、制度論、政治理論、心理学及びポストモダン等に区分され

る。また、手法には定量的研究と定性的研究がある。数理的分析や統計分析などは前者であ

り、後者はインタビューや参与観察等が代表的である。さらに、公的部門のうちどの組織・

レベルを対象にするかによって中央政府（国）の会計、地方政府（自治体）の会計、公的機

関（独立行政法人、公企業等）の会計に区分される。 

そこで、本章ではアカウンタビリテイを果たしているかの判断も意思決定とみなし、広義

の意思決定過程に焦点をおき、それに関連する理論をそれぞれの過程で扱うこととする。特

に、我が国では国及び自治体とも既に発生主義による財務書類は作成済又は予定であるこ

とから、規範的研究や会計の計算構造に関する理論的研究は別稿で扱うことにし、発生主義

の活用や効果に焦点をおいてレビューする2。次節では公会計制度改革の基礎となっている

意思決定有用性アプローチに関する研究について（パブリック）アカウンタビリテイとも関
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連付けて整理する。そして第 3節では、意思決定とアカウンタビリテイの見地から企業会計

に準じた発生主義が適用されるのはどのような条件かに関する研究が概観される。続く第 4

節は、発生主義が適用された場合にいかなる効果が生じているか、意図した効果があがって

いるかの見地から既往研究が検討される。第５節では、公会計制度改革の背景にある行財政

改革との関係を制度的論理の見地から考察する。第６節は、合理主義や制度論といった伝統

的な理論でなく、ポストモダンの見地から会計情報と情報行動の関係を分析している研究

を紹介する。最後に、結論と残された課題について述べる。 

 

2 意思決定有用性アプローチ 

2.1 概念フレームワーク 

会計基準を作成するためには、その前提となる基本原則たる概念フレームワークを設定

することが必要である。ただし、現実の会計実務や制度改革は必ずしも概念フレームワーク

が先に決定されているわけではないことに留意しておかねばならない。我が国も含め公会

計制度改革が着手されたのは、財政運営の透明性の改善や行政サービスにおけるコスト比

較のため発生主義情報が求められたことによる。NPM は成果志向であり、対応するコスト

も資源の投入でなく成果に実現するのに要する資源の消費に焦点が当てられることから、

発生主義会計が適用される。介護や見守りサービスを労働集約的なヘルパー中心で行うか、

機械や情報通信技術を活用し資本投資と人的配置をバランスさせた方式で行うかは、同じ

サービスの質であれば、発生主義のコストで比較して低い方を選択すべきだからである。現

金主義でも発生主義でもヘルパー中心方式のコストの違いが小さいが、バランス方式では

投資や取得時期によって現金主義と発生主義では大きくコストが異なる。 

概念フレームワークなしに公会計制度改革を行うことについて会計学者からも批判があ

る。国際公会計基準（IPSAS）に関しては長く概念フレームワークの検討がなされてきたが、

最近(2014年)になり概念フレームワークが公表され、質的特性については民間の財務報告基

準に準じているものの公的部門の特性について配慮されたものとなっている。税などの財

源調達とサービスの非交換性やアカウンタビリティの重要性も認識され、情報の有用性と

ともにアカウンタビリティの確保が財務報告の目的とされている。これは、米国の政府会計

基準審議会(GASB)の概念書第 1号「財務報告の基本目的」(1987年)及び連邦会計基準諮問

審議会概念書第 1号「連邦財務報告の基本目的」（1993年）において、パブリック・アカ

ウンタビリテイを果たすこと及び有用な情報を提供することを挙げていることと基本的に

同じである。企業会計での財務報告が意思決定への有用な情報提供にあるのに対し、公会計

でアカウンタビリテイが強調されているのは、民主主義政府と税とサービスの非交換性にあ

る。パブリック・アカウンタビリテイ概念の発達を鈴木( 2013)は 10段階に整理しているが、

これも政府・公的部門の特性を踏まえた監査論である。 
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2.2 情報ニーズ 

有用な情報提供及びアカウンタビリテイの査定が財務報告の基本目的であるとすると、そ

の情報・査定ニーズに適合することが必要である。概念フレームワークの検討に際しても情

報ニーズが調査され、特定化されねばならない。実際、GASB(1985)は住民、投資家及び立

法・監督機関の 3グループに区分して情報ニーズの実態調査を実施し、予算準拠性に並び効

率性及び有効性の測定が重要であることを明らかにしている。IPSAS の概念フレームワー

クの検討においても、公開草案の公表や各国の会計士団体等への意見聴取を通じて間接的

に情報ニーズを把握したという見方もできなくはない。もっとも、民主主義統制の観点か

ら、法令・予算にしたがって予算が執行されたかの準拠性、非自発的な資源拠出（政府にと

っては強制的な資源調達）による効率性・有効性、さらには受益と負担の公正性が確保され

ているかは規範的にも導出される。NPM における発生主義会計も官民を含むコスト比較可

能性や公平な競争条件の確保という技術的要件から理論的に必要性が説明できる。 

3 会計情報の選択・適用 

会計情報が意思決定への有用性やアカウンタビリテイの確保にどのように影響を与えて

いるかについては、まず情報の生産から影響に至る過程を区分して検討することが必要で

ある。会計情報は情報の一種であり、生産・作成されても自動的に活用される保証はなく、

それが認知され、意思決定に利用され、行動に移され、はじめて結果が生じるからである(図

表 2-1 参照)。外部報告向けの財務会計であれば、監査による情報の信頼性チェックがなさ

れた後、決算等の財務関係の会計情報が作成・公表され、市民や投資家等によってその情報

開示・公表が認知される。そして、政権（首長）信任・選択や株式購入・売却等の意思決定

がなされ、現実の投票や取得・売却等の行動に至り、最後に政権交代による行政サービスの

水準変化や株価の変動等が生じる。他方、内部管理目的の管理会計も、サービスコスト等の

予算・会計情報が作成され、内部部局で管理や統制目的に利用され、資源配分等の意思決定

がなされ、実際の予算編成や執行に至り、部門や組織全体の財務業績等の結果を生じる。た

だし、公的部門では前述したように財政の民主主義統制から、資源調達及び配分にあたる予

算は行政内部で完結せず、立法・議会における審議・議決を要する。その意味で管理会計と

財務会計の一体化が生じる。 

図表2-1. 意思決定モデル

情報選択 情報認識 意思決定 行動 結果 

会計情報の影響を分析するという場合、新規あるいは修正された会計情報が作成される

産出・投入、認知・意思決定・行動の過程、そして結果・成果という３つの局面において変

化が生じる。公会計制度改革としては企業会計に準じた発生主義会計を導入・適用すること
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が 1970年代以降進められてきたため、第一の新規情報の産出にかかる発生主義会計の適用・

選択に関する研究3（勘定体系や資産・負債・費用・収益の認識・測定の在り方を含む）が

多かった。この発生主義化には、従来の現金主義や修正現金主義よりも包括的かつ比較可能

な財務情報を提供できるから財政の効率化や健全化に寄与するという暗黙の（規範的）前提

がおかれていた。情報の利用や効果は発生主義会計の適用により当然もたらされると想定

されていたのである。国内外の研究でも理論・実証を問わず、どのような条件や要件が成立

すると発生主義会計を適用し、移行するか、現金主義会計との関係はどうなるかに焦点が当

てられた。理論的には、条件適合理論(Lüder 1992)や合理的選択理論(Falkman and Tagesson, 

2008) 、社会学的制度論(Ellwood and Newberry, 2007)などが適用された。条件適合理論はど

のような条件・環境が整えば公会計制度改革が生まれ、推進されるかを要因とアクターを中

心にモデル化するものである。Lüderのモデルは、財政状況や不正・汚職が社会制度や政治

制度の環境要因に刺激要因として作用して公会計制度改革が進められるとする。Pollitt and 

Bouckaert (2000)の行政改革の国際比較の基本モデルを先取りした点で公会計研究として特

筆される。ただ、実際には財政悪化や汚職があっても行政改革（NPM の導入）や公会計改

革が実施されこともあり、モデルの適合性は十分でなかった。また、合理的選択理論は、会

計情報の作成、利用者はそれぞれの効用を最大化するものとして、発生主義は現金主義より

も有利な場合に適用されるものとみなす。実証主義会計理論として公会計でも 1970年代末

から欧州に先行して米国で研究蓄積(Zimmerman, 1977; Ingram, 1984)がある。制度論では、組

織は現実のあるいは想定される外界の変化に対応して構造と実務を適用するとみなす。外

界の変化は圧力であり、模倣的（他の組織・政府が適用しているなど）、強制的（法律・規

制などによる適用）及び規範的（専門職・団体が奨励など）な要素に区分（DiMaggio and Powell, 

1983）され、会計基準や会計制度においても組織間の会計実務の同質性を促進し制度的同型

性に貢献すると考える。さらに、産出・作成に関連して、より質の高い情報が提供されてい

るかの視点から、効果を間接的に検証するアプローチもある。規範的な概念フレームワーク

にある情報の質的属性（IFAC, 2014）を満たしているか、特に、発生主義会計情報が現金主

義会計情報に比してより忠実な表現になっているかは、アカウンタビリティや透明性の観

点から実証されるべき課題である。この分析には、発生主義会計がよりバイアスが少ない情

報開示になっているか(Pina et al., 2012)及び予算・計画への準拠性において現金主義と発生

主義のいずれがより重視されているか(Yamamoto, 2008; Yamamoto and Kobayashi, 2010)等の

定量的な財務分析が行われている。 

これらの制度論や経営学的なアプローチ以外に公会計制度の改革は公共政策の転換であ

るから政策過程の理論を使用して発生主義の適用・移行を分析するものもある。最近では

Oulasvirta and Bailey(2016)が Kingdon (2010)の「政策の窓」モデルを使用し、欧州連合（EU）

で統一的な公会計基準（EPSAS）を政策課題に設定され検討されるようになった状況を分析

している。ここでは、ギリシャ危機等の背景にある財政赤字と不適正会計の問題、財政状況

を的確に把握する方策としてミクロな会計標準化という政策（代替案）及び政策変更の意思
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決定として政治の３つの流れが合流して 2013年から検討が開始されたと説明する。ただし、

ミクロな国際会計基準の統一化の流れに財政危機と EU 本部の意思が合流した結果で推進

されているだけに、政治的問題よりも技術的課題として設定され、技術先行という事の前後

を誤っていて、次善の方策になっていると批判的な考察をしている。つまり、最善策はミク

ロな会計基準の統一化でなく財政監督の基礎となる国民経済計算 ESAや財政統計 GFSを所

掌する統計局 Eurostatに監査権限を付与するだとする。もっとも、批判社会学的アプローチ

をとる論者からは、会計の「技術性・中立性」を借りた隠れた政策目的達成の課題設定方策

とみなすかもしれない。 

4 会計情報の効果 

発生主義による財務報告は NPMによる世界的な導入・適用が進められる前に米国の地方

政府・自治体において実務的に進展したため、実証研究も欧州に先行してなされている。米

国では現金や財務資源に限定した現金主義や修正発生主義から経済的資源を測定の焦点と

する発生主義による財務報告に改革して、住民へのアカウンタビリテイ目的の他、投票など

の意思決定に有用な情報を提供しようとした。地方債市場が発達し、財政状態により地方債

の発行金利等の条件が異なっているため、財政の透明性を発生主義により高めることを通

じ資金の調達費用を効率化することが期待されていた背景がある。このため、米国では 1970

年代後半から効果に関する実証分析も現れている（Patton,1978; Ingram and Copeland ,1981, 

1983; Wallace ,1981;Wilson and Howard ,1984)。Ingramらは選挙結果を説明する代理変数とし

て会計情報が投票者行動を説明するのに有用であったことを示している。また、Wallaceは

会計情報が地方債の発行条件に影響を与えていることを確認している。 

発生主義会計の適用や移行は IPSASの適用・準用国も増加しているように、公的部門の

財務報告において一般的なものとなりつつある。我が国でも法制度化されないものの、国及

び多くの自治体で企業会計に準じた財務書類が作成されている。こうした状況を踏まえ、国

内外の研究も、次第に情報の産出から利用及び効果に関心が向かうようになった。これは、

発生主義の財務報告を作成しても、必ずしも意図したような利用・活用がなされないこと等

から、産出から過程や結果に焦点を置く必要性がでてきたためである。しかしながら、公的

部門では、会計情報の作成者が同時に主たる内部利用者である4ことから、利用実態を調査

すること自体が容易でない。また、米国のように地方債等の資本市場が成立していない時に

は、結果の測定が企業会計のように株価等の市場評価を使用すること5ができない。このた

め、米国以外ではこれまで先行研究も少なく定性的な特定の事例研究や参与観察的なアプ

ローチによるか、定量的なアプローチでも市民や政治家・公務員に対する意識調査によって

発生主義会計情報の利用状況を把握するものが大半であった(Christiaens et al., 2010)。我が国

でも山本らによって財政関係職員に対する質問紙調査を通じて活用状況が十分でないこと

が示されているが、先行して公的部門に発生主義会計を導入した国の実証研究でも、現実の

発生主義会計情報の利用は制度を導入しても進んでいないことを示すものが多い(Ezzamel 
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et al., 2008)。政治家等の認知や利用も非財務情報の業績情報と同様に低いことが確認されて

いる(Ter Bogt, 2004)。また、新規制度の効果発現に時間を要し一定期間の運用経験が必要（経

験効果）か否かに関しても、発生主義会計導入に関してオーストラリアの事例で確認されて

いる（Kober et al., 2010）が、Kobayashi et al. (2016)では日本の自治体では経験効果が見られ

ないことを示しており、必ずしも一致した結果が得られていない。こうした、利用面に着目

した研究では Moynihan and Lavertu (2012)が用途として①目的に沿った利用、②消極的・受

動的利用、③曲げた利用、④政治的利用の４つに区分しており、会計情報でも参考になる。

①の目的に沿った利用がなされているかの検討と同時に、その他の利用形態がありことを

示しており、一時的な利用や文脈的に利用がなされるのは④の政治的利用の場合である。こ

の研究では、利用の規定要因として経済合理的要素、制度的要素（組織学習を含む）及び政

治的要素を勘案している。公的分野の予算・会計や管理会計的な業績情報の利用に関する実

証研究でも、この複合モデルを使用するもの(Askim, 2009; Johansson and Siverbo, 2009; Demaji 

and Summermatter, 2012; Raudla, 2012)が多い。 

利用に関係する認知から行動に至る過程に関する研究は、企業の行動理論(Cyert and 

March, 1963) に基づき歴史的、社会的目標を達成しようと行動する抱負モデル(aspiration 

model)や会計情報の利用がルーチン化されて初めて効果に至る制度アプローチがある。前者

は、組織の業績や比較参照される組織業績が当該組織の計画目標を規定するという行動理

論が成立するかを、自治体や学校の目標管理や業績管理に適用する。山本(2015a)では事務事

業レベルで抱負モデルが成立するかを現金主義の予算・決算及び行政評価結果を使用して

検証しているが、予算・決算では成立せず、成果目標の設定において部分的に支持されるこ

とを示している。後者には予算・財務報告、業績指標、バランスト・スコアカードや ABC

（活動基準原価計算）の導入から適用・効果について事例研究を通じて検証するのが多く、

所期の効果があがっていないことをインタビュー調査等によりルーチンとして制度が定着

していないことに求める。制度論(Meyer and Rowan, 1977)では、模倣的、規範的及び強制的

な圧力により発生主義会計が適用されるようになっても伝統的な官僚制や政治家の思考様

式が維持されると、形式的な適用になり、実務への影響を最小限にする脱結合（decoupling）

が生じ所期の効果が出ていないと説明する。たとえば、Pollanen and Loiselle-Lapointe(2012)

はカナダ連邦政府の発生主義会計の適用と影響について制度論を援用し、インタビュー等

に基づく定性的研究アプローチにより分析している。そこでは、発生主義会計は他のアング

ロサクソン諸国を模倣する圧力と会計専門職による規範的圧力による同型化と政治家のト

ップダウンにより導入されたとする。しかし、現金主義会計と発生主義会計の並列により行

政実施部門は現金主義による意思決定を継続していること、効果がわずかであることを明

らかにしている。また、公共選択論を援用し自己利益中心的な行動により政治家（保守政権）

は、導入決定した前の政権（リベラル政党）の発生主義会計が世代間公正確保に有益であっ

てもその政策推進に消極的なことを示している。 

我が国の多くの自治体も発生主義の財務書類を作成しているものの予算や評価への活用
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が低いのは、公会計制度改革の目的自体を否定することは困難なため制度論により形式的

適用になっている側面から説明できる。このほか、批判会計学の視点から情報の象徴的利用

(Feldman and March, 1981)にしたがい、発生主義会計が制度化され情報が産出されても政治

や行政に利用されない実情を説明するものもある（Arnaboldi and Lapsley, 2009）。 

公的部門への発生主義会計適用による成果・効果自体に着目した研究は、非適用つまり現

金主義会計との比較において効果が測定されるため極めて限定的であり、意識調査を利用

した最近のもの6に Burth and Hilgers(2014)がある。ドイツの自治体では発生主義会計と現金

主義会計が選択適用になっているため、財政課長への質問紙調査により情報の質、経営の

質、経営活動への貢献及び効果・便益に関して有意な差があるかを共分散構造分析により検

証し、効果・便益に関しては現金主義会計との違いが認められないとしている。このモデル

では情報の質が意思決定に影響し、その結果として行動がなされ、効果が生じるという経路

が想定されている。規範的モデルと意思決定モデルが組み合わさったアプローチである。 

 

5 会計制度改革と行財政改革の関係  

国際的に公会計制度の改革が大きな動きになったのは 1980年代以降であり、前節で述べ

た米国の動きが財源調達の観点から生じたのは例外的である。行財政改革の推進の重要な

要素・制度として実施されており、特に NPMでは民間経営及び市場原理の活用から企業経

営で使用している発生主義を適用する。これは、コスト比較及びコストと成果の対比並びに

純資産の管理を可能にするものとされ、NPMは「会計化」(Power and Laughlin, 1992)である

と称されたことに代表されている。しかし、公会計制度改革が先にあったというより行財政

改革の基盤的装置として導入され、企業会計が市場化や組織内部の管理に適合していたの

で使用されたというのが実態である。もちろん、英連邦諸国では伝統的に会計専門職の影響

力が強く、公的分野への適用・浸透が容易であった背景も否定できないし、会計化が市場原

理や業績管理を補完・補強したことも事実である。伝統的な行政管理 (Old Public 

Administration; OPA)が投入志向の管理であったことから資金の流入・流出に焦点をおいた現

金主義会計と親和性があった。これに対し、NPM は成果（アウトプット）志向であり、成

果に見合う資源消費をコストとして認識・測定する。そこには、投入の組み合わせに裁量権

を与え成果と資源消費で管理する統制観への転換がある。「任す」(letting)と「させる」(making)

の組み合わせが NPMの特性とされ、両者をつなぐのがコスト概念になるゆえ発生主義が重

要な装置になったわけである。もっとも、「任せる」と「させる」のバランスをとることは

難しく、また、「させる」ための成果管理は最終成果であるアウトカムよりもアウトプット

に力点を置かざるを得ない制約があった。政府全体の政策効果を高め政策間・組織間の調整

を行うにはアウトカムを規定するアクター間のネットワークを重視する必要性が強調さ

れ、それがポスト NPM といわれる動きが 2000年代初期から大きくなってきた。会計パラ

ダイムとしてポスト NPMにどう対処していくかは未だ明確な形になっていないが、概念的

には全政府的な連結会計とかパートナシップや業務分担の PPPの会計が技術的に近いもの
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とされている。 

実際の３つの行政運営のパラダイムの違いに会計がどのように対応しているかについ

て、Hyndman and Liguori(2016)は英国の中央政府の会計制度について政策文書・予算文書を

資源会計予算の導入期の 1991年から 2008年までの期間を４期(91-95, 96-99, 00-03, 04-08)に

分けて分析している。そこでは伝統的な行政管理（PA）は現金/義務、経費、支出、NPMは

監査、コスト、資源、そして NPG（ポスト NPM で New Public Governanceの略）は外部ア

カウンタビリティ、連結及び透明性の用語を選択している。すると 1991年以降、どの期間

をとっても NPM 的な概念が卓越していること、PA が続き NPGの影響は依然として小さい

ことを明らかにしている。各用語の選定が行政運営の原理として代表的かつ妥当かの議論

もあるものの、あるモデルから別のモデルに移行するのでなく、いくつかのモデルが重層的

あるいは混在して機能していることがわかる。PA は NPM でも NPG でも併存し、同様に

NPM は PAや NPGでも無視できない存在となっている。 

もっとも我が国では国及びほとんど全ての自治体は企業会計方式による財務書類を作成

し、活用方策が叫ばれているものの行財政改革に大きな役割を果たしているとは言えない

状況にある。これは、前述の行政運営の原理と会計モデルの関係から考察すると、会計モデ

ルの前提になる行政運営の原理が追い付いていないため、両者が分断されて会計モデルが

先行（孤立）しているためとも理解できる。その点を国の公会計制度改革の基本となる政策

文書といえる骨太方針7で検証してみよう。骨太方針に最初に公会計制度改革が言及された

のは平成 15年（2003年）であり「透明性を高めるために、発生主義会計等の民間企業会計

手法の導入など、公会計制度の改革を進める」とされ、小泉改革の総仕上げともいうべき

2006年の骨太方針には「財政健全化をフロー、ストック両面から的確に管理・評価するた

めの公会計制度を計画的に導入・整備する」とする。2015年の骨太方針では「自治体の行

政コストやインフラの保有・維持管理情報等（公共施設等総合管理計画の策定、地方公会計

の整備、公営企業会計の適用拡大、地方交付税の各自治体への配分の考え方・内訳の詳細、

経年変化など）の「見える化」を徹底して進め、誰もが活用できる形での情報開示を確実に

実現する」としている。当初の目的は財政の透明化であり、次第にマネジメント志向が表れ

てくるが近年は再び開示志向になっている。小泉政権初期及び現在の安倍政権の骨太方針

では、会計は外部の国民等への情報の透明性を高めることで顧客志向の監視を高める装置

として位置づけられているのに対し、小泉政権最後の骨太方針では政府組織の管理装置と

みている。情報開示・透明性及び「見える化」は意思決定者である国民がその情報により意

思決定を改善し現実の行動がなされることが、内部管理には PDCA サイクルが機能するこ

とが前提になる。見える化による行政への圧力が作用しないならば民間の消費者のように

簡単に退出できない状況では効果は限定的であり、PDCAを廻すには計画・執行・評価に至

る過程を結びつけるか同じ尺度（発生主義による予算・会計・決算など）を採用することが

望ましい。現状では財務書類はあくまでも現行制度の補完・補足的な情報提供を担うのにと

どまり、財政管理との関係を明示しているのは 2006年骨太方針のみである。しかし、この
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財政管理も基礎的財政収支（プライマリー・バランス）や公債残高という現金主義会計の尺

度を利用していて発生主義情報により算定されるものでなく、運営管理システムと会計シ

ステムは断絶している。

6 ポストモダンのアプローチ 

ポストモダンのアプローチは、従来の合理主義的や制度論的な理論では会計情報の選択・

利用実態を十分に説明できないことを踏まえ、新たな枠組みを提案する。NPM で強調され

る成果にかかる業績情報や成果に対応する資源消費に相当するコスト情報が、実際の政治

的意思決定にはあまり利用されていない実態を説明するのに人間の意思決定バイアスに焦

点をおいた心理学の知見を適用しようとする。経済学で中心的な合理主義や社会学での制

度論あるいは組織論での組織学習あるいは経営学での PDCAサイクルは、いずれも情報が

意思決定に活用されより良い決定と行動をもたらし、結果としてより良い成果につながる

ことを想定している。しかし、Kahneman and Tversky(1984)や Haidt(2001)らは人間の情報行

動には直観的（システムⅠ）なものと推論的なもの（システムⅡ）があり、日常的な意思決

定は論理的に推論しているのでなく直観により判断しているという立場にたつ。この社会

心理学の直観アプローチを政治的決定における会計情報や業績情報の役割に適用している

のが、Demaji and Schedler (2014)である。多くの実証研究で意思決定に有用なはずの発生主

義会計情報や対応する業績測定・情報が政治的及び行政的決定において活用が低いことが

報告されている。政治的な直観で判断できる時には情報は不要であり、政治的直観では決定

できないか判断に悩む（トレードオフを生じる）時に限り情報を必要とすると想定する。つ

まり、通常は図表 2-2の aにある合理者モデルで想定するように判断の前に情報に依拠した

推論・理由づけを行うのでなく、図表 2-2の bにある直観者モデルにしたがい直観にもとづ

き判断していると考える。直観者モデルでは推論や理由づけが判断に際し必要ないため、情

報が利用・活用されることがないのは自然の結果ということになる。彼らは、スイスの州議

会議員に対する実験的研究により、政治的信条に依拠する直観で判断が迷う場合には政策

情報を利用することを確認している。もちろん、合理者モデルでも直観が理由づけに間接的

に影響することはあるし、直観者モデルでは推論がなく判断して全体として悪い結果をも

たらすこともある。このポストモダン的な直観者モデルは規範性にあるのではなく、実証的

な説明性に価値があるとみられる。Baron(1998)は人間の情報行動においてバイアスがある

ことを実証的に明らかにし、それゆえ公共政策的には結果をより重視した合理的な意思決

定を促すことを主張している。 

ポストモダンは発生主義会計情報が政治的意思決定に使用されていないことを説明する

点で優れている。意思決定に使用されないから効果も発現しないという論理は、制度論で形

式的適用だから実質的適用でなく効果がでない論理よりも情報を形式的にも使用しないこ

とを説明するからである。しかしながら、公会計制度改革による新たな情報が意思決定に利

用されないならば本末転倒である。ポストモダンの要素を取り込んでより発生主義会計情
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報が意思決定に適切に活用される制度枠組みを構築することが重要である。図表 2-3の統合

理論モデルはその概要であり、意思決定主体として政治家だけでなく主権者たる国民も組

み込み、情報の生産は主として行政が担うとみなす。また、意思決定も直観から直接的に判

断に至るパターンと情報を利用した推論・理由づけから判断に至るパターンが併存すると

する。ここでは政治が国民に政策決定に関して説得する情報の流れと国民自らが政策や会

計情報を利用して判断し、代表者・代理人である政治家に意見を反映させること（世論）が

明示されている。また、議会における政策討議を通じていかなる理由づけ・推論によるのか

が明らかにされることを想定している。どのように装置が機能し実効性が担保されるかは

別稿（山本, 2015b）に譲るが、政策用具である公会計制度の研究は現状説明や批判にとどま

らず政策提案にも及ぶべきと考える。ただし、このモデルでは情報行動にとどまり、その結

果としての行政活動や政策効果の成果との関係は別次元の話になる。 

図表2-2. 情報行動における合理者モデルと直感者モデル

a. 合理者モデル

直観 理由づけ 判断 

情 報 

b. 直観者モデル

直観 判断 理由づけ 

情 報 

注：点線は直観者モデルで後付けとして情報が利用されたり、その過程で自己省察を 

通じて直観が修正される場合を指す。Haidt(2001)はその頻度は低いとする。 

図表2-3. 統合理論モデル

直 観 判断 理由づけ ＜政治家＞ 

世論 情報 説得 ＜行政＞ 

理由づけ 判断 直 観 ＜国民＞ 
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7 結論 

国や自治体の公会計改革は財政の効率化やアカウンタビリティの向上に資することを目

的にしており、我が国も発生主義に基づく財務書類の作成から活用に力点が移行している。

そこで、公会計制度改革の核となっている発生主義会計が効果を発揮しているか、どのよう

にすれば意図した効果があがるかの観点から既往研究をレビューした。得られた暫定的な

結果は、第一に、発生主義会計の導入・適用によって十分な成果があがっている実証研究は

少ないこと、多くは定性的研究であり、定量的な効果の検証に至っていないことである。第

二に、現金主義の予算制度や政治制度との関係で発生主義会計は利用や意思決定に際し調

整を必要とし、政治的決定の利用が限定されていることである。第三は、会計情報が意思決

定に有用であるには意思決定者に利用されることが必要であるが、そのため情報の需要、認

識から意思決定及び行動・結果に至る過程がどうなっているかに関する理論・実証研究が不

足していることである。 

発生主義会計の情報活用があるか否か及び財政改善や透明性向上に寄与したかの実証研

究だけでなく、なぜ、会計情報が利用されたか（されなかったか）及びどのようなメカニズ

ムで効果が発現したかに関する研究が求められている。意思決定の現場に入り込んだ参与

観察的な手法や複数の国や自治体における実践の事例研究が理論・規範的研究と合わせて

必要と思われる。その意味で公会計制度改革の研究を通じて、企業会計の財務会計や管理会

計への貢献もできるであろうし、また、公会計の背景にある公共政策とも技術的革新が政策

効果に与える相互関係（会計が政策に従属するか、政策が会計に従属するか、両者は相互依

存か）を明らかにできる研究の発展性・可能性があるといえる。 

注 

1 New Public Management(NPM)とよばれる考え方であり、企業会計に準じた発生主義会

計は重要な手法とされている。 

2 我が国の先行研究を網羅したレビューは困難であろうが、Google Scholarで「公会計 発

生主義」で検索して出てきた論文等 299件（2015年 7月 3日アクセス）を精査した限りで

は、効果に関する実証研究は佐藤(2010)と藤井(2014)の 2件であった。ただし、この検索で

は筆者の公会計制度改革に関する論文も出てこないため漏れている可能性がある。こうし

たレビューの限界に留意されたい。公会計の規範的あるいは計算構造に関する先行研究と

しては、吉田・原田(1989)、瓦田(1996)及び亀井(2004)などを挙げることができる。 

3 本稿ではこの理論研究は扱っていない。多くのの公会計研究は会計測定や開示・報告に

関するものである。 

4 予算や評価への活用は、財政担当や企画・計画担当による組織内部の利用であり、組織

全体として作成者が同時に利用者になる。 

5 企業会計における会計情報の効果を実証的に研究する手法の展開については、上野
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(2015)の第 21章から 25章が参考になる。 

6 下水道事業について発生主義会計の地方公営企業法適用のものと現金主義会計の法非

適用（特別会計）のものについて、効率性等に差があるかを検証したものに山本(1992)があ

る。 

7 平成 13年の小泉政権時代から作成され、民主党政権時は中断して、第二次安倍政権で

復活した。正式名称は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」（平成 19年から「経

済財政改革の基本方針」である。 
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